
第１号議案 

 

余裕金等の運用先金融機関の決定について 

（案） 

 

 第３９２回理事会（２０２３年２月２２日開催）の議決に基づき、余裕金等

の運用先金融機関の選定を行い、運用益が高く本機関にとって最も有利な金融

機関を２０２３年度の余裕金等の運用先金融機関として、以下のとおり決定 

する。 

 

 １．運用先金融機関 

    株式会社みずほ銀行 

 

 ２．運用方法 

    譲渡性預金 

 

 ３．運用時期 

２０２３年４月から２０２４年３月 

ただし、元本保証の安全性及び流動性等の観点から、運用期間は原則

として１か月及び３か月とし、運用予定時期の期間を繰り返し運用する

（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３

年法律第１０８号）第２条の２第２項に定める供給促進交付金及び第 

１５条の２第１項に定める調整交付金の交付時期の関係等から運用期

間に満たない場合又は運用期間を超える場合がある）。 

 

以 上 


